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(注)　次の場合の②の書類については、裏面の６をご覧ください。
・　租税特別措置法第70条の６の８（（個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除））の適用を受ける特例事
業受贈者が同法第70条の２の７（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合

・　租税特別措置法第70条の７の５（（非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例））の適用を受ける特例
経営承継受贈者が同法第70条の２の８（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合

令元

令和元年中（平成31年１月１日～令和元年12月31日）



書 き か た 等

１　この届出書は、この届出書に記載された特定贈与者から贈与を受けた財産について初めて相続時精算

課税の適用を受ける場合に、税務署長に届け出るために使用します（この届出に係る贈与者から贈与を

受けた財産について、前年以前にこの届出書を提出している場合には、再度提出する必要はありませ

ん。）。

２　この届出書は、贈与税の申告期限までに、贈与税の申告書（第一表及び第二表）に添付して提出して

ください（申告期限までに提出しなかった場合には、相続時精算課税の適用は受けられません。）。

　なお、特定贈与者が贈与をした年の途中で死亡した場合や、受贈者がこの書類を提出しないで死亡し

た場合のこの書類の提出先等については、税務署にお尋ねください。

３　「受贈者」欄には、受贈者の住所又は居所、氏名（フリガナ）、生年月日及び特定贈与者との続柄を記

入してください。

４　「１　特定贈与者に関する事項」欄には、特定贈与者の住所又は居所、氏名（フリガナ）及び生年月

日を記入してください。

５　「２　年の途中で特定贈与者の推定相続人又は孫となった場合」欄には、推定相続人又は孫となった

理由（養子縁組等）及び推定相続人又は孫となった年月日を記入してください。

　なお、孫が年の途中で特定贈与者の推定相続人となった場合で、推定相続人となった時前の特定贈与

者からの贈与について相続時精算課税の適用を受けるとき（租税特別措置法第 70 条の２の６第１項の

規定の適用により、相続税法第 21 条の９第１項の規定の適用を受けるとき）には、この欄の記入は要

しません（その年の１月１日から推定相続人となった時前までの間に、特定贈与者の孫となった場合に

は、孫となった理由及び孫となった年月日を記入してください。）。

　また、孫が年の途中で特定贈与者の推定相続人となった場合で、推定相続人となった時前の特定贈与

者からの贈与について相続時精算課税の適用を受けないとき（租税特別措置法第 70 条の２の６第１項

の規定の適用を受けないとき）には、推定相続人となった時前の特定贈与者からの贈与については、暦

年課税により贈与税額を計算します。

６　「３　添付書類」欄には、添付している書類の□に✓印を記入してください。

なお、（１）②の添付書類については、特例事業受贈者が租税特別措置法第 70 条の２の７の適用を受

ける場合は、「特例事業受贈者が特定贈与者からの贈与により同法第 70 条の６の８第１項に規定する特

例受贈事業用資産の取得をしたことを証する書類」となり、特例経営承継受贈者が同法第 70 条の２の

８の適用を受ける場合は、「特例経営承継受贈者が特定贈与者からの贈与により同法第 70 条の７の５第

１項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類」となります。

　　また、（３）の添付書類として特定贈与者の住民票の写しを添付する場合には、マイナンバー（個人

番号）が記載されていないものを添付してください。また、マイナンバーが記載された住民票の写しを

添付する場合には、マイナンバーをマスキングするなどの対応をお願いします。

７　その他

（１）受贈者が年の途中で養子縁組等により特定贈与者の推定相続人又は孫になった場合、原則とし

て、推定相続人又は孫となる前にその特定贈与者から贈与により取得した財産については、相続

時精算課税の適用を受けることはできません。

（２）受贈者が相続時精算課税選択届出書を提出する前に死亡している場合、その贈与を受けた財産につ

いて相続時精算課税の適用を受けるためには、受贈者の相続人（包括受遺者を含み、特定贈与者を除

きます。）全員が連名で相続時精算課税選択届出書をその死亡を知った日の翌日から 10 か月以内に

提出することになります。

　この場合は、「相続時精算課税選択届出書付表」も併せて提出することとなります。


